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市町村地域生活支援事業における居住地の取扱について 

 

１．自立支援給付に係る基本的な考え 

障害者自立支援法における自立支援給付（障害福祉サービスに係る介護給付費等、自立支援医

療費等及び補装具費）の支給決定等は、原則として、申請者である障害者等の居住地の市町村

が行うこととなっている。 

一方で、施設入所支援や共同生活援助（グループーホーム）等の居住サービス利用者に関して

は、当該施設等所在地の支給決定等事務及び費用負担が過大となることを回避するため、居住

地原則の例外として、一定の利用者については、入所等の前に居住地を有していた市町村を支

給決定等及び給付の実施主体とする取扱がなされている。【居住地特例】 

また、居住地特例の対象となった場合、当該者が利用する日中活動サービスや補装具費等につ

いても、同様に実施主体が決定される。 

 

２．市町村地域生活支援事業の居住地に係る厚生労働省の見解 

○ 地域生活支援事業については、いわゆる個別給付ではないことから、法令上もこうした規定

は設けられておらず、それぞれの事業の趣旨、内容、実施方法等をふまえて、事業の実施主

体である市町村が判断する。（H17.12.26障害保健福祉主管課長会議 資料６／H18.1.13市町村担当者等

説明会 資料P.84） 

○ 福祉ホーム事業は地域生活支援事業であり居住地特例の規定の適用はないが、福祉ホーム事

業の運営に係る費用負担については、福祉ホームの所在地市町村と入居前の居住地市町村と

の間で調整を図ることが適当である。しかし、一部市町村で調整がつかない事例が生じてい

ることから、平成20年度以降、原則としてグループホーム・ケアホームの居住地特例に準じ

て入居前の居住地市町村が負担することとする。 

なお、既に福祉ホームの所在地市町村と入居前の居住地市町村との間で費用負担の調整が図

られた結果、所在地市町村が費用負担を行うことにより特段の問題を生じていない場合は、

従前どおりの取扱いとすることも差し支えない。 

（H20.1.31障地発第0131001号･障障発第0131002号厚生労働省通知） 

○ Q.福祉ホームやグループホーム入居者への補装具費の支給については、入居前の居住地の市

町村が実施するとのことであるが、日常生活用具の給付についても入居前の市町村が給付を

行うこととなるのか。 

 A.日常生活用具の給付は、地域生活支援事業であり、法的に居住地特例の適用はないが、

福祉ホームやグループホーム所在市町村の費用負担が過大とならないよう介護給付費等

や補装具費の支給等に居住地特例を設けた趣旨に鑑みれば、日常生活用具の給付につい

ても、入居前市町村が給付の決定をすることが適当と考えられる。（全国課長会議等 Q&A集 

No.689 H18.3.1会議資料より） 


